眺望ポイントの指定について
　登別市景観とみどりの条例（平成２８年条例第１号）第２４条第１項の規定により、次のとおり眺望ポイントを指定しました。
１　指定内容
　（１）名称　　鷲別岬
　（２）指定番号　　眺－００１
　（３）指定年月日　　令和８年３月１６日
　（４）位置又は区域　　登別市鷲別町１丁目４２番１
　（５）眺望の主対象　　市内の海岸線などの良好な景観
２　主な評価のポイント 　　　　　

令和８年２月１３日開催の登別市景観・みどり審議会において、主に次の点で評価を受け、指定について答申を得ました。

　・眺望対象が明確である。

　・特別な許可が必要ないなど容易に眺望場所へ立ち入ることができる。

　・他の場所からは見られない眺望景観が得られている。

　・眺望場所から見える景観は四季を通して楽しめる。
　・今後、その眺望場所から観える眺望対象をひとつの組み合わせとして、
次代へ継承していく必要がある。
